
 

 

２ 利用状況 

(1) 療養介護、生活介護、児童デイサービス、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、 

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用状況 

    ９月中の利用者１人当たり利用日数をみると、療養介護サービスの利用は26.9日、就労継続支援（Ａ型） 

サービスの利用は17.6日、就労移行支援サービスの利用は17.0日となっている（表８、図４）。 

 

表８ 療養介護・生活介護・児童デイサービス・自立訓練（機能訓練、生活訓練）・ 

就労移行支援・就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用状況 

療養介護
サービス

生活介護
サービス

児童デイ
サービス

自立訓練
（機能訓練）

サービス

自立訓練
（生活訓練）

サービス

就労移行支援
サービス

就労継続支援
（Ａ型）

サービス

就労継続支援
（Ｂ型）

サービス

 1 968  63 245  53 809  1 086  6 645  15 357  8 321  77 546 

 52 902  933 723  270 970  8 407  108 009  260 727  146 784 1 225 985 

26.9 14.8 5.0 7.7 16.3 17.0 17.6 15.8 

注：１）

２）

利用実人員（人）

平成22年9月

　9月中に利用者がいた事業所のうち、利用実人員不詳及び利用延人数不詳の事業所を除いて算出した。

　障害者支援施設の昼間実施サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を除く。

利用者1人当たり
利用日数（日）

利用延人数（人）

 

 

 

図４ 自立訓練（機能訓練、生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の 

９月中の利用者１人当たり利用日数 
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(2) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護の利用状況  

９月中の利用者１人当たりの訪問回数をみると、居宅介護サービスを利用する障害者では、「身体介護が中心」

が16.9回と最も多く、次いで「家事援助が中心」が10.3回となっている。 

一方、重度訪問介護サービスを利用する障害者では、28.1回となっており、そのうち移動介護が8.7回となっ

ている。 

また、行動援護サービスを利用する障害者では、6.1回となっている。（表９、統計表第13表） 

 

表９ 障害者・障害児別にみた居宅介護・重度訪問介護・行動援護の利用状況 

身体介護を
伴う

身体介護を
伴わない

うち移動
介護

利用実人員（人） 40 349 8 868 5 076 1 706 56 781 9 783 4 114 2 559 

訪問回数合計（回） 681 775 39 418 16 119 13 896 587 031 274 683 35 707 15 632 

利用者1人当たり
訪問回数（回） 16.9 4.4 3.2 8.1 10.3 28.1 8.7 6.1 

利用実人員（人） 7 763  721  145  39 1 491 　　　　　　・ 　　　　　　・ 2 147 

訪問回数合計（回） 83 896 2 418  402  242 13 647 　　　　　　・ 　　　　　　・ 12 551 

利用者1人当たり
訪問回数（回） 10.8 3.4 2.8 6.2 9.2 　　　　　　・ 　　　　　　・ 5.8 

注：１） 　9月中に利用者がいた事業所のうち、利用実人員不詳及び訪問回数不詳の事業所を除いて算出した。

２） 　居宅介護サービスの利用実人員は、サービスの内容別に利用者を計上している。

平成22年9月

居宅介護サービスの内容 重 度 訪 問 介 護
サ ー ビ ス 行 動 援 護

サ ー ビ ス身体介護
が中心

通院介助が中心
通院等乗降
介助が中心

家事援助
が中心

障
害
者

障
害
児

 
 

 

 

 

(3) 重度障害者等包括支援、相談支援、共同生活介護、共同生活援助、短期入所の利用状況  

   ９月中の利用者１人当たり利用日数をみると、重度障害者等包括支援サービスは22.5日、短期入所サービスの利

用は、障害者が6.8日、障害児が4.8日となっている（表10）。 

 

表10 重度障害者等包括支援・相談支援・共同生活介護・共同生活援助・短期入所の利用状況 

2) 3) 3)

相談支援
サービス

共同生活介護
サービス

共同生活援助
サービス

障害者 障害児

 27 3 388 32 198 18 902 22 721 4 692 

 608 　　　　　　・ 　　　　　　・ 　　　　　　・ 153 400 22 601 

22.5 　　　　　　・ 　　　　　　・ 　　　　　　・ 6.8 4.8 

注：１） 　9月中に利用者がいた事業所のうち、利用実人員不詳及び利用日数不詳の事業所を除いて算出した。

２） 　相談支援サービスについては、サービス利用計画を作成した利用実人員である。

３） 　共同生活介護サービス、共同生活援助サービスについては、９月末日の利用実人員である。

平成22年9月

重度障害者等
包括支援
サービス

短期入所サービス

利用実人員（人）

利用日数合計（日）

利用者1人当たり
利用日数（日）
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